
規 則

�愛媛県規則第５９号
愛媛県漁業調整規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県漁業調整規則の一部を改正する規則

愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（禁止区域等）

第４１条 次の表の左欄に掲げる漁業は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る区域内においては、操業してはならない。ただし、第１種共同

漁業若しくは第３種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係

る入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

（禁止区域等）

第４１条 次の表の左欄に掲げる漁業は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る区域内においては、操業してはならない。ただし、第１種共同

漁業若しくは第３種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係

る入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

漁業種類 禁止区域 漁業種類 禁止区域

１～４ 省略 １～４ 省略

５ 小型機船底

び き 網 漁 業

（燧灘及び伊

予灘における

自家用つり餌

料びき網漁業

を除く。）

１～２０ 省略

２１ 宇和島市戸島、嘉島、遠戸島、契島、

黒島、日振島、沖ノ島、鴎島、横島、御

五神島（寝床岩及び沖ノ桑碆を含む。）、

同市津島町 裸島、高島、竹ケ島、前

島、南宇和郡愛南町大猿島、小猿島、塩

子島（黒碆を含む。）、角島、黒部島、

鹿島、横島、小横島、大地島、小地島、

野地島及び当木島の周辺最大高潮時海岸

線から１，５００メートル以内の海域

２２ 宇和島市 大良埼と同市 嘉島

北端を結んだ直線、同島南端と同市戸島

貝埼を結んだ直線、同島東部と同市赤崎

鼻を結んだ直線及び最大高潮時海岸線と

によつて囲まれた海域

２３・２４ 省略

２５ 宇和島市 藁埼真方位２５１度３０分

の線と南宇和郡愛南町由良埼真方位３１７

５ 小型機船底

び き 網 漁 業

（燧灘及び伊

予灘における

自家用つり餌

料びき網漁業

を除く。）

１～２０ 省略

２１ 宇和島市戸島、嘉島、遠戸島、契島、

黒島、日振島、沖ノ島、鴎島、横島、御

五神島（寝床岩及び沖ノ桑碆を含む。）

北宇和郡津島町裸島、高島、竹ケ島、前

島、南宇和郡愛南町大猿島、小猿島、塩

子島（黒碆を含む。）、角島、黒部島、

鹿島、横島、小横島、大地島、小地島、

野地島及び当木島の周辺最大高潮時海岸

線から１，５００メートル以内の海域

２２ 北宇和郡吉田町大良埼と宇和島市嘉島

北端を結んだ直線、同島南端と同市戸島

貝埼を結んだ直線、同島東部と同市赤崎

鼻を結んだ直線及び最大高潮時海岸線と

によつて囲まれた海域

２３・２４ 省略

２５ 北宇和郡津島町藁埼真方位２５１度３０分

の線と南宇和郡愛南町由良埼真方位３１７
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告 示

�愛媛県告示第１６７８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

松山市長から次のとおり町の区域を新たに画する旨の届出があった。

上記の処分は、平成１９年１月２９日から効力を生ずる。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別図１の区域をもって別図２のとおり町の区域を新たに画する。

度３０分の線との交点（通称沖ノ瀬）を中

心として半径８００メートル以内の海域

２６～２８ 省略

度３０分の線との交点（通称沖ノ瀬）を中

心として半径８００メートル以内の海域

２６～２８ 省略

６ 省略 ６ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号

９９１



別図１

実施区域及び現町界町名図

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号

９９２



別図２

新町界町名図
（新町界は、別表のとおり）

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号
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�愛媛県告示第１６７９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産業経済部商工労政課並びに

西予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ヤマダ電機テックランド西予店

西予市宇和町上松葉３２６外９筆

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社ヤマダ電機

群馬県前橋市日吉町四丁目４０番地の１１

代表取締役 山田 昇

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ヤマダ電機

群馬県前橋市日吉町四丁目４０番地の１１

代表取締役 山田 昇

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１９年７月２日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，３５０平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１６５台

イ 駐輪場の収容台数

１６台

ウ 荷さばき施設の面積

１７５．５０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

３７．５０立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前１０時 閉店時刻 午後９時４５分

別 表

新町の名称 新 町 の 区 域

星岡一丁目 小野川の南側線、星岡１１５、１１６の２、１１７の１及び１１７の２に隣接する道路である国有地の西側線、星岡１１８に隣接する道路である国有地の西
側線、星岡１２１、乙５２、乙５３、乙５４、乙５５、乙５６、乙５７、乙５８及び乙５９に隣接する道路である国有地の南側線、星岡乙４６、乙４７、乙４８の１＋
乙４８の２＋乙４８の３＋乙４８の４、乙４９、乙５０及び乙５１に隣接する道路である国有地の南側線、星岡４０１に隣接する道路である国有地の南側線、
市道石井１１７号線の西側線、市道久米３７号線の東側線、星岡５８０の１の北側筆界線、星岡５８１の５の北側筆界線、星岡５８２の北側筆界線、星岡
５８３の北側筆界線、星岡５８４の１の北側筆界線、星岡５８４の２の北側筆界線、星岡５８５の１の北側筆界線、市道石井１１６号線の東側及び南側線、
国道１１号線の南側線、星岡６４９の８、６４９の８に隣接する道路等である国有地、６５３に隣接する道路等である国有地、６５３、６５４、６５５の２、６５６
の１＋６５６の２、６５７及び６６３の１に隣接する道路である国有地の東側線、市道石井９８号線の東側線、市道石井１１７号線の東側線、星岡乙１１３の
北側筆界線、星岡乙２０の北側筆界線、星岡乙１９の北側筆界線、星岡乙１８の北側筆界線、星岡乙１７の北側筆界線、星岡乙１６の北側筆界線、星岡
乙１５の北側筆界線、星岡乙１４の北側筆界線、星岡乙１３の北側筆界線、星岡乙１の北側筆界線、星岡乙２の北側筆界線、星岡９４の西側筆界線、
星岡９８の西側筆界線、星岡９９の西側及び北側筆界線、北久米８１６の２の東側筆界線、星岡９２及び９３に隣接する道路である国有地に隣接する水
路である国有地の東側線、星岡９１に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の東側及び南側線、星岡乙６に隣接する道路で
ある国有地に隣接する水路である国有地の南側線、星岡乙６及び乙７に隣接する水路である国有地の東側線、星岡乙７に隣接する道路であ
る国有地に隣接する水路である国有地の東側線並びに星岡乙８の２、１０１、１０２、１０３・１０４・１０６・１０７合併、１０８の１、１０８の２及び１０９に隣接
する道路である国有地に隣接する水路である国有地の東側線で囲まれた区域

星岡二丁目 市道石井３４号線の南側線、市道石井１号線の南側線、星岡４３４の１、４３４の２、４３５の１及び４３６の２に隣接する道路である国有地の南側線、小
野川の南側線、市道石井２７７号線の東側線、星岡４４２の４の西側筆界線、星岡４４２の５の西側筆界線、星岡４４２の６の西側筆界線、星岡４４９の４
の西側筆界線、星岡４５０の西側筆界線、市道石井１号線の東側線、星岡４７８の１の北側筆界線、星岡４７９の１の北側筆界線、星岡４８０の１の北側
筆界線、星岡４８０の８の北側筆界線、星岡４８５の３の北側筆界線、星岡４８５の２の北側筆界線、星岡４８５の１の北側筆界線、星岡４８５の５の北側
筆界線、星岡４８５の４の北側筆界線、星岡４８７の北側筆界線、星岡４９１の北側筆界線、星岡４９２の北側筆界線、星岡４９３の西側筆界線、星岡４９４の
西側筆界線、星岡４９５・４９６合併の西側及び北側筆界線、市道久米３７号線の東側線並びに市道石井１１７号線の西側線で囲まれた区域

星岡三丁目 小野川の南側線、星岡４２０の２の北側筆界線、星岡４２０の１０の北側筆界線、星岡４２０の９の北側筆界線、星岡４２０の７の北側筆界線、星岡４２０の
６の北側筆界線、市道石井１号線の南側線、市道石井３４号線の南側線、星岡４００の１の北側筆界線、星岡乙１０７の１の北側筆界線、星岡乙１０６
の１＋乙１０６の２の北側筆界線、星岡乙７４の北側筆界線、星岡乙７５の北側筆界線、星岡１２２の１の北側筆界線、星岡１２２の８の北側筆界線、星
岡１２２の６の北側筆界線、星岡１２２の７の北側及び東側筆界線、星岡１２２の６の東側筆界線、星岡１２２の５の東側筆界線並びに星岡１２２の３の東
側筆界線で囲まれた区域

星岡四丁目 県道久米・垣生線の南側線、市道石井３２３号線の南側線、星岡２７０の５６に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地に隣接する道
路である国有地の南側線、星岡２７０の９及び２７０の５６に隣接する道路である国有地の西側線、星岡２７４の１の西側筆界線、星岡２７４の２の西側筆
界線、市道石井１７２号線の東側線、小野川の南側線、星岡６９の２の東側筆界線、星岡６９の１の東側筆界線、星岡６８の東側筆界線、星岡５４の１、
５６の１、５８及び６７に隣接する水路である国有地の東側線、星岡４４の３の東側筆界線、星岡４４の１の東側筆界線、星岡４４の１に隣接する道路で
ある国有地に隣接する水路である国有地の東側線、星岡４３の１に隣接する水路である国有地に隣接する道路である国有地に隣接する水路で
ある国有地の東側線、星岡４３の１に隣接する水路である国有地に隣接する道路である国有地の東側線並びに市道久米１３５号線の西側線で囲ま
れた区域

星岡五丁目 市道石井２７５号線の南側線、市道石井２３５号線の南側及び東側線、県道久米・垣生線の南側線、星岡２６３の５に隣接する道路である国有地に隣
接する水路である国有地に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の西側線、越智１７１の２の西側筆界線、星岡２７０の６、２７０
の７及び２７０の８に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側
線、星岡２７０の８の西側及び北側筆界線、星岡２７０の７の北側筆界線、星岡２７０の６の北側筆界線、星岡２７０の５の北側筆界線、星岡２７０の４の
北側筆界線、星岡２７０の３の北側筆界線、星岡２７０の２の北側筆界線、星岡２７０の５７の北側筆界線、星岡２７０の１の北側筆界線、星岡２６０の３の
北側筆界線、県道久米・垣生線の南側線、星岡２８の１の東側筆界線、星岡２４の１の東側筆界線、星岡２３の１の東側筆界線、星岡１８の３及び
１９の２に隣接する水路である国有地の東側線、星岡１６の１に隣接する道路等である国有地及び１７の３に隣接する道路である国有地の東側線
並びに星岡１２の１に隣接する道路である国有地の東側線で囲まれた区域

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号

９９４



イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後１０時まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前９時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１８年１１月１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産業経済

部商工労政課並びに西予市役所において告示の日から１月間縦覧

に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１６８０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに西

条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

スーパードラッグコスモス古川店

西条市古川字江内甲１２６番１ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

ダイワロイヤル株式会社

東京都台東区上野七丁目１４番４号

代表取締役社長 越智 壯

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１９年７月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，３２２平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

４５台

イ 駐輪場の収容台数

４０台

ウ 荷さばき施設の面積

４０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１２．２８立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前１０時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１８年１０月３０日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部

商工労政課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に

供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１６８１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松

山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

スーパードラッグコスモス北条店

松山市北条辻１１３０番 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号
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法人にあっては代表者の氏名

ダイワロイヤル株式会社

東京都台東区上野七丁目１４番４号

代表取締役社長 越智 壯

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１９年７月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，３４１平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５３台

イ 駐輪場の収容台数

４０台

ウ 荷さばき施設の面積

４８平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１１．３４立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前１０時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場Ｎｏ．１

午前９時３０分から午後１０時３０分まで

駐車場Ｎｏ．２

午前９時３０分から午後８時００分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

駐車場Ｎｏ．１ ３箇所

駐車場Ｎｏ．２ ２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１８年１０月３０日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部

商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に

供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１６８２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の日から４月

間縦覧に供する。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ西条店 西条市登り道１５８５－
２

大規模小売店舗を設置する者
及び大規模小売店舗において
小売業を行う者の代表者の氏
名

株式会社フジ
代表取締役
時任紀邦

株式会社フジ
代表取締役
�橋吉昭

平成１７年
９月１日

平成１８年
１０月３０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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公 告

�愛媛県告示第１６８３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規

定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面

積以下とする旨の届出があった。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６８４号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

宇和島市小浜２１３４の１（次の図に示す部分に限る。）、２１２７の

２、２１３４の２、２１３４の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

急傾斜地崩壊防止施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び宇和島市役所

に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１６８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大規模小売店舗
の名称

大規模小売店舗
の所在地

大規模小売店舗内の店舗面積の
合計が基準面積以下となる日

フジ西条店 西条市登り道１５８５
－２ 平成１８年７月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号
松山市玉谷町乙２１６番８から

同市藤野町甲５１４番４まで

旧 ４．８～５１．０ １．０２５

新 ４．８～５１．０
１０．８～５７．６

１．０２５
０．４５３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
松山市玉谷町乙２１６番８から

同市藤野町甲５１４番４まで

平成１８年１１月２２日

１２：００

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年１１月９日 ＮＰＯ法人
俳句甲子園実行委員会 新 矢 一 松山市市坪北一丁目１０番２６号 この法人は、全国各地の高校生に対して俳句文

学に触れ合う機会を提供する大会『俳句甲子園』
等を実施することにより、親しみながら俳句を
学ぶことで若者の感性豊かなこころを養うと共
に健全な育成を図り、もって俳句文化の興隆に
寄与することを目的とする。
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�公 告

平成１９年度及び平成２０年度において県が発注する森林整備工事（造

林及び保育並びにこれらに附帯する工事をいう。以下同じ。）に係

る一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の見積り（以下「競争

入札等」という。）に参加する者に必要な資格（以下「資格」とい

う。）並びにその審査の申請（以下「申請」という。）の時期及び

方法等を次のとおり定めた。

平成１８年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 森林整備工事に係る競争入札等に参加することができない者

� 当該競争入札等に係る契約を締結する能力を有しない者及び

破産者で復権を得ない者

� 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実のあっ

た後２年を経過しないもの（その者を代理人、支配人その他の

使用人又は入札代理人として使用する者を含む。）

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた

者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得る

ために連合した者

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行する

ことを妨げた者

エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の

規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を

妨げた者

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後２年を

経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の

使用人として使用した者

２ 資格

� 競争入札等に参加することができる者は、森林整備工事に係

る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成

１５年５月愛媛県告示第１２５０号）第４条第２項の規定により森林

整備工事競争入札等参加者名簿に登録された者とする。

� �の規定にかかわらず、資格審査を申請する日前２年間にお
いて、振り出した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取

引を停止されている者は、資格を有しないものとする。

３ 申請の時期

平成１９年１月４日（木）から３１日（水）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。

なお、その後も随時申請を受け付けるが、この場合には、競争

入札等に間に合わないことがある。

４ 申請書類の請求先、提出先及び提出方法並びに資格の審査結果

の通知

� 請求先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２６００

� 提出先及び提出方法

別表の提出先に持参して提出するものとする。

� 申請をした者には、資格の審査結果を競争入札等参加資格審

査結果通知書（別記様式）により通知する。

５ 資格の効力

資格は、平成１９年度及び平成２０年度の森林整備工事に係る競争

入札等について効力を有する。

６ 平成２１年度及び平成２２年度の資格審査

平成２１年度及び平成２２年度の森林整備工事に係る競争入札等に

参加する者の資格については、平成２０年１２月に公示を行う予定で

あるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

７ 問い合わせ先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課治山係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２６００

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号
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別表（４関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 所 在 地

愛媛県西条地方局産業経済部森林林業課
〒７９１－０５０８
西条市丹原町池田１６１１番地
電話番号 ０８９８－６８－７４３８

新居浜市、西条市及び四国中
央市

愛媛県今治地方局産業経済部森林林業課
〒７９４－８５０２
今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８－２５－２１９３

今治市及び越智郡

愛媛県松山地方局産業経済部森林林業課
〒７９０－８５０２
松山市北持田町１３２番地
電話番号 ０８９－９３２－５９３４

松山市、伊予市、東温市、及
び伊予郡

愛媛県松山地方局産業経済部久万高原森林林業課
〒７９１－１２０１
上浮穴郡久万高原町久万５７１番地１
電話番号 ０８９２－２１－１２６５

上浮穴郡

愛媛県八幡浜地方局産業経済部森林林業課
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４－２２－２０３１

八幡浜市、大洲市、西予市、
喜多郡及び西宇和郡

愛媛県宇和島地方局産業経済部森林林業課
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５－２２－３１６３

宇和島市、北宇和郡及び南宇
和郡

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号
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別記様式（４関係） 競争入札等参加資格審査結果通知書

競争入札等参加資格審査結果通知書

第 号

年 月 日

商号又は名称

代表者又は個人の氏名 様

愛媛県知事 �

１ 資格の有無

工 事 種 別 資 格 の 有 無

２ 有効期間 年 月 日から 年 月 日まで

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号
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